	葛飾区移動支援事業　毎月の請求時の確認事項

【提出書類】提出期限はサービス翌月15日
	１
	請求書（様式第７号）
	

	２
	明細書（様式第８号）
	

	３
	実績記録表（様式第９号）
	写しを提出

	４
	開始届（様式第１０号）
	契約開始時、契約時間変更時

	５
	終了届（様式第１１号）
	契約終了時、契約時間変更時



【注意点】
1 請求書（様式第７号）
· 法人住所、法人名、役職、代表者氏名、（令和4年度までの様式を使う場合の印鑑）は、契約書乙欄と同じ内容を記載してください。
※変更がある時は、手続きが必要ですので、必ずご連絡ください。
· 訂正が生じた場合は、再提出となりますので、記入間違いがないようにお願いします。
※書類発行責任者と担当者の記入欄は役職と氏名をどちらもご記入ください。
役職がない場合は事業所名をご記入ください。

2 明細書（様式第８号）　
· サービスコード・サービス内容、単位数、回数、金額の間違いがないかご確認ください。
※請求金額の小数点以下は切り捨てになります。

3 実績記録票（様式第９号）　　
· 記載例を参考に必要事項を記入し、原本を事業所で保管し、写しを提出してください。
· 利用者確認欄、サービス提供者欄の押印・サインはサービスの都度もらい、押し忘れ等ないかをご確認ください。
· サービス内容には、簡単で結構ですので、行先と目的が分かるようにご記入ください。
裏面の記載例をご確認ください。


[bookmark: _GoBack]【実績記録表サービス内容記載例】
	日付
	曜日
	サービス内容

	16
	木
	自宅→高砂(買物)→銀行→自宅

	17
	金
	自宅→立石(散歩)→図書館→自宅


書ききれない場合は
備考欄もご活用ください





4 開始届（様式第１０号）・終了届（様式第１１号）
	変更等の内容
	提出物
	提出時期

	新規利用者と契約した
	開始届
	契約開始時

	契約時間数の増減
	①旧時間数の終了届
②新時間数の開始届
	変更があればその都度

	利用者との契約を終了した
	終了届
	終了後直ちに

	利用者番号の変更
	①旧番号の終了届
②新番号の開始届
	変更があればその都度


契約は、支給量の範囲内でしか行えません。ある事業所の終了届が未提出であるために、
支給量オーバーで他事業所の契約が登録できない状態になり、他事業所のお支払いに影響が出る場合もあります。
契約内容に変更があった場合には、必ず開始・終了届のご提出をお願いします。







【提出時の並べ方】
　
Bさん実績

Bさん明細書

全て表向きで、上から順に
1 請求書
2 明細書（Aさん）
3 実績記録票（Aさん）
4 明細書（Bさん）
5 実績記録票（Bさん）
　　　………以下同様に
の順になるように並べてください

Aさん実績
　

Aさん明細書




請求書

重ねる

重ねる

重ねる

重ねる

